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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年７月２日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市鍋
なべ

串
ぐし

漁港西北西方沖 

 松浦市所在の初埼灯台から真方位１６７°１,０５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２４.４′ 東経１２９°４７.９′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 福生
ふくせい

丸、４.８８トン 

 ＮＳ３－５９５６１（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.００ｍ（Lr）×２.３３ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数２５、昭和５４年９月２１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録 日 昭和５６年７月２３日 

  免許証交付日 平成２６年６月１８日 

         （平成３１年１２月８日まで有効） 

甲板員 男性 ２４歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録 日 平成２１年３月１７日 

  免許証交付日 平成２６年６月１８日 

         （平成３１年９月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関、航海計器等が濡損 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、船長が操舵室で立って手動操

舵を行い、甲板員が操舵室後方の機関室ハッチの蓋に座り、鍋串漁港

西北西方沖を北西進中、平成２６年７月２日０４時３５分ごろ、船長

及び甲板員が本船が左舷側に傾斜していることに気付いた。 

 船長は、前部甲板の魚倉を確認し、異常はなかったが、その後、更

に左舷側へ傾斜し、機関室ハッチの蓋を開けたところ、プロペラ軸の

カップリングの上まで浸水していたので、機関を停止した。 

 船長は、船尾側の沈下状況を見て、甲板員と共に船首側へ避難し、
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０４時４６分ごろ携帯電話で僚船に救助を求めた。 

 本船は、船長が左舷船首部で、甲板員が前部甲板の右舷側で、それ

ぞれ僚船の来援を待っていたところ、船尾側への沈下が進み、その

後、右舷船尾側への沈下が始まり、０４時５０分ごろ鍋串漁港西北西

方沖において右舷側へ転覆した。 

 船長及び甲板員は、船長が舷側を伝って船底に上がり、甲板員が前

部甲板の右舷側から海に飛び込んで船底に上がり、０４時５５分ごろ

来援した僚船に救助され、僚船の船長が海上保安部に通報した。 

 本船は、僚船で鍋串漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風 なし 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船のふだんの喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。

 本船の甲板下は、船体中央部から船尾側に機関室が、機関室の後方

に空所が、その後方に舵機室が、舵機室の後方に空所がそれぞれあ

り、機関室の上には操舵室があった。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ 機関室の上の操舵室    写真２ 甲板下の状況① 

 機関室後方の空所は、中央の隔壁で船横方向に左右に分かれてお

り、機関室と機関室後方の空所（右舷側）の間は隔壁が切り取られて

いた。 

 舵機室は、高さ約４５cm の仕切り板で船横方向に３つに分かれてお

り、その中央部の底部に直径約２０cm のプロペラ点検口が設けられて

いた。（写真３、写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真３ 甲板下の状況②     写真４ プロペラ点検口 

 本船は、約２０年前に機関室左舷側から左舷船尾側につながる排気

管が取り替えられた際、機関室から舵機室後方の空所までの各隔壁に

機関室後方の空所 

舵機室 

舵機室後方の空所 

船首 

機関室後方の空所（左舷側） 
機関室後方の空所（右舷側）：機関室

との間の隔壁が切り取られていた 

舵機室 
プロペラ点検口の蓋 

プロペラ点検口の蓋 

仕切り板

プロペラ点検口

機関室
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穴が空けられ、排気管が貫通する部分にそれぞれ隙間（以下「本件隙

間」という。）が生じており、水密になっていなかった。（写真５、写

真６参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真５ 甲板下の状況③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真６ 甲板下の状況④ 

 本船は、本事故前々日の６月３０日、松浦市福島東方の漁場で船び

き網漁の操業中、網につながっている浮子
あ ば

綱
づな

をプロペラ軸に巻いたた

め、甲板員が、舵機室ハッチの蓋を開けて同室に入り、プロペラ点検

口の蓋を開けて浮子綱をプロペラ軸から外した後、プロペラ点検口の

蓋を閉めずに舵機室ハッチの蓋を閉め、浮子綱を網につないで操業を

再開した。 

 甲板員は、操業が落ち着いたときにプロペラ点検口の蓋を閉めよう

と思っていたが、その後、操業のことばかりを考えており、プロペラ

点検口のことを失念していた。 

 船長は、甲板員がプロペラ点検口の蓋を開けて浮子綱をプロペラ軸

から外したことを知っていたが、その後、同点検口の閉鎖を確認しな

かった。 

 本船は、本事故前日の７月１日、早朝から操業して１３時ごろ鍋串

漁港に帰った後、船長が、燃料を補給する際に機関室へ入ったが、同

室に浸水などの異常を認めず、その後、ふだんどおりに重さ約１ｔの

舵機室 

機関室後方の空所（左舷側） 

本件隙間

本件隙間
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網が整理されて後部甲板一杯に置かれた。 

 甲板員は、本船が転覆したとき、プロペラ点検口の蓋を閉めていな

いことを思い出し、船長に申し出た。 

 本船は、本事故後、クレーンで吊
つ

り上げられて排水した後、船体を

復原させてプロペラ点検口の蓋を閉めたところ、浸水箇所がないこと

が確認された。 

 船長及び甲板員は、本事故時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、鍋串漁港西北西方沖を北西進中、舵機室のプロペラ点検口

を開放した状態で航行していたことから、プロペラ点検口から舵機室

に浸水が生じ、本件隙間から舵機室後方の空所、機関室後方の空所

（左舷側）及び機関室に、機関室から機関室後方の空所（右舷側）に

海水が流入し、転覆したものと考えられる。 

 甲板員は、操業が落ち着いたときにプロペラ点検口の蓋を閉めよう

と思っていたものの、操業のことばかりを考えるうち、同点検口のこ

とを失念していたこと、また、船長は、甲板員がプロペラ点検口の蓋

を開けたことを知っていたものの、その後、同点検口の閉鎖を確認し

なかったことから、本船がプロペラ点検口を開放した状態で航行して

いたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、鍋串漁港西北西方沖を北西進中、舵機室

のプロペラ点検口を開放した状態で航行していたため、プロペラ点検

口から舵機室に浸水が生じ、本件隙間から舵機室後方の空所、機関室

後方の空所（左舷側）及び機関室に、機関室から機関室後方の空所

（右舷側）に海水が流入し、転覆したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  船長は、本事故後、本件隙間を閉鎖した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・プロペラ点検口等の開口部については、帰港時又は出港時に点検

すること。 

 ・救命胴衣の着用に努めること。 

 


